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■町の人口

■今月の納期

人 　 口 3,146 人 

　　  男　 １, ５67 人 

　    女　 １, 579 人

世帯数 １, １83 世帯

転入    　2 人 / 転出　　１人

出生 　    ０人 / 死亡　　９人

（令和６年 11 月 30 日現在）

１２月２5日（水）

固定資産税　　　　　　3期

介護保険料　　　　　　5期

（65才以上）    

後期高齢者医療保険料　5期

（75歳以上）　

　　　

上下水道料金お忘れなく！

■戸籍の窓口 （11 月期 敬称略）

●お悔み申し上げます

日付 　お名前  行政区
11/  7 　   赤枝
11/  7 　   下西連
11/11 　   赤枝
11/13 　   大寺二区
11/14 　   本寺
11/21 　   大曲
11/23 　   大寺一区

※お名前の掲載を希望されない方は、届出の際
に窓口までご連絡ください。

※イベント等は日時や予定が変更となる
　場合があります。

自動車税は、毎年４月１日現在で、運輸支局に登
録されている所有者（割賦販売購入の場合は使用者）
に課税されます。
　例年「持っていない車の納税通知書が届いた」、「納
税通知書が届かない」等の問い合わせが数多く寄せ
られています。
　納税通知書が間違いなく届くように、次のような
場合は３月末までに運輸支局で登録手続きを済ませ
ましょう。

①住所が変わった
②自動車を人に譲った
③廃車した　　　　　など

自動車の登録（変更・移転・まっ消 )
はお済みですか
　 福島県会津地方振興局 課税第二課

　　  ☎ 0242-29-5261

問 

　児童手当の定時払い（２，４，６，８，１０，１２月）の支払
通知書は廃止となりましたので、支払日以降に申請時
に登録した口座をご確認ください。
　支払日は支払期日の１０日（土日祝日の場合は、そ
の直前の平日）です。

<参考：令和６年度の支払日>
１０・１１月分 令和６年１２月１０日（火）
１２・ １月分 令和７年２月１０日（月）

　また、制度改正に伴う手続きをまだしていない方
は、令和７年３月３１日までにお手続きをお願いいたし
ます。
　詳細は上記二次元コードか、町ホームページ
の「児童手当について」（https://www.town.
bandai.fukushima.jp/soshiki/chomin/r6_
jidouteatekaisei.html）」のページをご確認くださ
い。

児童手当支払い通知書送付の
廃止について
　　　町民課 保健福祉係　☎ 0242-74-1215問

　自賠責保険・共済は、万一の交通事故の際の基本
的な対人賠償を目的とし、自動車損害賠償保障法に
基づき、原動機付自転車を含む全ての自動車に加入
が義務付けられており、自賠責保険・共済なしで運行
することは法令違反ですのでご注意ください！
　特に、車検制度のない 250cc 以下のバイク（原動
機付自転車・軽二輪自動車）は、有効期限切れ、か
け忘れに注意してください。自賠責制度の詳しい内容
は国土交通省のホームページをご覧ください

自賠責保険・共済未加入での
運行は法令違反です！
　　　福島運輸局輸送 ・ 監査部門

　　　☎ 024-546-0345

問


